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第３章 市行動計画の実効性確保  

 

第１節 市行動計画の実効性確保  

１ *ＥＢＰＭ（エビデンス･ベースド･ポリシー･メイキング）の考え方に基づく政策の推進 

市行動計画の実効性を高めるため，その策定にあたっては，感染症の専門家や関係機関・ 

団体はもとより，幅広い分野の有識者から意見を伺いながら進めてきたところである。今後，

この計画の下，新型インフルエンザ等への対応をより万全なものとするためには，新型イン

フルエンザ等対策の各取組について，できる限り具体的かつ計画的なものとすることが重要

である。 

このため，感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えにあたっての

対応時はもとより，平時から有事までを通じて，政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や

統計等のデータを活用するＥＢＰＭの考え方に基づいて政策を実施する。その前提として，

適切なデータの収集とその分析ができる体制が重要である。 

 

２ 新型インフルエンザ等への備えの機運（モメンタム）の維持 

市行動計画は新型インフルエンザ等への平時の備えをより万全なものにするための手段で

あり，政府行動計画および道行動計画が改定された際は，市行動計画も適宜必要な見直しを

行い，改定後も，継続して備えの体制を維持および向上させていくことが不可欠である。 

新型インフルエンザ等は，いつ起こるか予想できず，いつ起きてもおかしくないものであ

る。このため，自然災害等への備えと同様に，日頃からの備えと意識を高める取組を継続的

に行うことが重要である。 

医療機関や関係機関・団体，市民や事業者等が幅広く関係した新型コロナ対応の経験を踏

まえ，新型インフルエンザ等への備えの充実につながるよう，訓練や研修，啓発活動等の取

組を通じて，平時から新型インフルエンザ等への備えを充実させる機運（モメンタム）の維

持を図る。 

 

３ 多様な主体の参画による実践的な訓練の実施 

「訓練でできないことは，実際もできない」というのは災害に限らず，新型インフルエン

ザ等への対応にも当てはまる。訓練の実施により，平時の備えについて不断の点検や改善に

つなげていくことが極めて重要である。国および地方公共団体は，訓練の実施やそれに基づ

く点検や改善が関係機関で継続的に取り組まれるよう，働き掛けを行う。 

 

４ 定期的なフォローアップと必要な見直し 

本市は，検査体制などの医療提供体制の整備や研修・訓練の実施を通じた人材育成，市民

との情報共有の在り方など予防計画に基づく取組状況を関係者間で共有し，進捗確認を行い，

平時より感染症の発生およびまん延を防止していくための取組を関係者が一体となってＰＤ

ＣＡサイクルに基づいて改善を図るなど，実施状況について検証することとしている。 

国は，訓練の実施等により得られた改善点や，感染症法に基づく予防計画や医療法に基づ

く医療計画の定期的な見直し等による制度の充実，新興感染症等について新たに得られた知

見等，状況の変化に合わせて，政府行動計画や同計画のガイドライン等の関連文書について，
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必要な見直しを行うことが重要であり，こうした観点から，政府行動計画やガイドライン等

の関連文書に基づく取組や新型インフルエンザ等対策に係る人材育成や人材確保の取組につ

いて，推進会議等の意見も聴きながら，毎年度定期的なフォローアップと取組状況の見える

化を，統括庁を中心に行うとしている。 

また，国は，定期的なフォローアップを通じた取組の改善等に加え，国内外の新興感染症

等の発生の状況やそれらへの対応状況，予防計画や医療計画をはじめとする新型インフルエ

ンザ等への対応に関連する諸制度の見直し状況等も踏まえ，概ね６年ごとに政府行動計画の

改定について必要な検討を行い，その結果に基づき所要の措置を講ずるものとしていること

から，本市においてもその見直しに伴い必要な対応を行う。 

なお，新型インフルエンザ等が発生し，感染症危機管理の実際の対応が行われた場合は，

上記の期間にかかわらず，その対応経験を基に政府行動計画等が見直されることから，本市

の行動計画についても必要な見直しを行う。 


